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○
環
境
省
告
示
第
十
六
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
第
七
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
終
了

す
る
場
合
の
措
置
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
の
措
置

（
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
の

措
置
）

第
一
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
覆
い
に
よ
り
開

口
部
（
埋
立
地
を
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
区
画
に
係
る
開
口
部
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
を
閉
鎖
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
一
〇
八
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
に
よ
り
測
定
し
た
一
軸
圧
縮
強
度
が
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一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
、
水
密
性
を
有
す
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ

、
か
つ
、
そ
の
厚
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
断
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
。

二

自
重
、
土
圧
、
水
圧
、
波
力
、
地
震
力
等
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

三

埋
め
立
て
た
特
定
廃
棄
物
と
接
す
る
面
が
遮
水
の
効
力
及
び
腐
食
防
止
の
効
力
を
有
す
る
材
料
で
十
分
に
覆
わ

れ
て
い
る
こ
と
。

四

地
表
水
、
地
下
水
及
び
土
壌
の
性
状
に
応
じ
た
有
効
な
腐
食
防
止
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
放
射
線
の
遮
蔽
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
。

（
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
十
万
ベ
ク
レ

ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
の
措
置
）

第
二
条

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
イ
本
文
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
覆

い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

厚
さ
が
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
壌
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
放
射
線
の
遮
蔽
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
。

第
三
条

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
規
則

第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
イ
本
文
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
覆
い
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に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
で
あ
る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
の
措
置
）

第
四
条

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
イ
た
だ
し
書
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要

件
を
備
え
た
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
条

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
規
則

第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
イ
た
だ
し
書
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
要
件
を
備
え
た
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖
す
る
こ
と
と
す
る
。


